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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和3年12月2日(2021.12.2)

【公表番号】特表2021-501150(P2021-501150A)
【公表日】令和3年1月14日(2021.1.14)
【年通号数】公開・登録公報2021-002
【出願番号】特願2020-523323(P2020-523323)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  39/395    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   39/395    　　　Ｔ
   Ａ６１Ｐ   35/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １２１　

【手続補正書】
【提出日】令和3年10月25日(2021.10.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タリモジーン・ラハーパレプベックを含む、対象におけるがんを治療するための医薬組
成物であって、前記タリモジーン・ラハーパレプベックは、ペンブロリズマブ、ペンブロ
リズマブバリアント又はこれらの抗原結合断片と併用して前記対象に投与され、がんが、
肝細胞癌（ＨＣＣ）、乳腺癌、結腸直腸腺癌、胃食道腺癌、胃食道扁平上皮癌、黒色腫、
非小細胞肺がん及び淡明細胞型腎細胞癌からなる群から選択される、医薬組成物。
【請求項２】
　ペンブロリズマブ、ペンブロリズマブバリアント又はこれらの抗原結合断片を含む、対
象におけるがんを治療するための医薬組成物であって、前記ペンブロリズマブ、ペンブロ
リズマブバリアント又はこれらの抗原結合断片は、タリモジーン・ラハーパレプベックと
併用して前記対象に投与され、がんが、肝細胞癌（ＨＣＣ）、乳腺癌、結腸直腸腺癌、胃
食道腺癌、胃食道扁平上皮癌、黒色腫、非小細胞肺がん及び淡明細胞型腎細胞癌からなる
群から選択される、医薬組成物。
【請求項３】
　タリモジーン・ラハーパレプベックを含む、対象における原発性又は続発性肝がんを治
療するための医薬組成物であって、前記タリモジーン・ラハーパレプベックは、ペンブロ
リズマブ、ペンブロリズマブバリアント又はこれらの抗原結合断片と併用して前記対象に
投与される、医薬組成物。
【請求項４】
　ペンブロリズマブ、ペンブロリズマブバリアント又はこれらの抗原結合断片を含む、対
象における原発性又は続発性肝がんを治療するための医薬組成物であって、前記ペンブロ
リズマブ、ペンブロリズマブバリアント又はこれらの抗原結合断片は、タリモジーン・ラ
ハーパレプベックと併用して前記対象に投与される、医薬組成物。
【請求項５】
　原発性肝がんがＨＣＣである、請求項３又は４に記載の医薬組成物。
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【請求項６】
　続発性肝がんが、肝細胞癌、乳腺癌、結腸直腸腺癌、胃食道腺癌、胃食道扁平上皮癌、
黒色腫、非小細胞肺がん及び淡明細胞型腎細胞癌からなる群から選択されるがんの転移で
ある、請求項３又は４に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　（ａ）タリモジーン・ラハーパレプベックが、対象に腫瘍内で投与され、
　（ｂ）ペンブロリズマブ、ペンブロリズマブバリアント又はこれらの抗原結合断片は、
対象に全身投与され、
　（ｃ）タリモジーン・ラハーパレプベックが、ペンブロリズマブ、ペンブロリズマブバ
リアント又はこれらの抗原結合断片の投与のより前に対象に投与され、
　（ｄ）タリモジーン・ラハーパレプベック及びペンブロリズマブ、ペンブロリズマブバ
リアント又はこれらの抗原結合断片の投与の後に注入された腫瘍の大きさが減少し、
　（ｅ）タリモジーン・ラハーパレプベックが、初回用量として、続いて１回以上の二次
用量として連続して投与され、及び／又は
　（ｆ）ペンブロリズマブ、ペンブロリズマブバリアント又はこれらの抗原結合断片が、
初回用量として、続いて１回以上の二次用量として投与される、
請求項１～４のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　タリモジーン・ラハーパレプベックが、初回用量、続いて１回以上の二次用量として連
続して投与され、ペンブロリズマブ、ペンブロリズマブバリアント又はこれらの抗原結合
断片が、タリモジーン・ラハーパレプベックの１回以上の二次用量と連続してかつ同時に
投与される、請求項１～４のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　タリモジーン・ラハーパレプベックが腫瘍内に投与され、ペンブロリズマブ、ペンブロ
リズマブバリアント又はこれらの抗原結合断片が全身的に投与される、又は
　タリモジーン・ラハーパレプベック及びペンブロリズマブ、ペンブロリズマブバリアン
ト又はこれらの抗原結合断片が腫瘍内に投与される、
請求項８に記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　二次用量が３週間に１回（Ｑ３Ｗ）で投与される、請求項９に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　タリモジーン・ラハーパレプベックの初回用量が、１週目の１日目に投与され、タリモ
ジーン・ラハーパレプベックの二次用量が、４週目の１日目、７週目の１日目に投与され
、その後３週間に１回（Ｑ３Ｗ）で投与される、請求項９に記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　ペンブロリズマブ、ペンブロリズマブバリアント又はこれらの抗原結合断片の初回用量
が、４週目の１日目に投与され、ペンブロリズマブ、ペンブロリズマブバリアント又はこ
れらの抗原結合断片の二次用量が、７週目の１日目に投与され、その後３週間に１回（Ｑ
３Ｗ）で投与される、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　タリモジーン・ラハーパレプベックの初回用量が、１０６ＰＦＵ／ｍＬの用量にて投与
され、タリモジーン・ラハーパレプベックの二次用量が、１０７又は１０８ＰＦＵ／ｍＬ
の用量にて投与される、請求項１２に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　初回用量及び二次用量が、最大で約４ｍＬ又は約８ｍＬまでである、請求項１３に記載
の医薬組成物。
【請求項１５】
　ペンブロリズマブ、ペンブロリズマブバリアント又はこれらの抗原結合断片の初回用量
が、約２００ｍｇの用量にて投与され、ペンブロリズマブ、ペンブロリズマブバリアント
又はこれらの抗原結合断片の二次用量が、約２００ｍｇの用量にて投与される、請求項１
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２に記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　対象におけるがんが、標準的治療の全身抗がん療法に対して不十分に応答し、前記標準
的治療の全身抗がん療法が、タリモジーン・ラハーパレプベック／ペンブロリズマブ併用
療法を含まない、請求項１～４のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項１７】
　対象におけるがんが、標準的治療の全身抗がん療法の間に進行し、前記標準的治療の全
身抗がん療法が、タリモジーン・ラハーパレプベック／ペンブロリズマブ併用療法を含ま
ない、請求項１～４のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項１８】
　対象におけるがんが、標準的治療の全身抗がん療法に対して耐性があり、前記標準的治
療の全身抗がん療法が、タリモジーン・ラハーパレプベック／ペンブロリズマブ併用療法
を含まない、請求項１～４のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項１９】
　タリモジーン・ラハーパレプベック及びペンブロリズマブ、ペンブロリズマブバリアン
ト又はこれらの抗原結合断片を含む、対象におけるがんを治療するための医薬組成物であ
って、前記タリモジーン・ラハーパレプベック及びペンブロリズマブ、ペンブロリズマブ
バリアント又はこれらの抗原結合断片が、対象に併用して投与される、医薬組成物。
【請求項２０】
　タリモジーン・ラハーパレプベック及びペンブロリズマブ、ペンブロリズマブバリアン
ト又はこれらの抗原結合断片を含む、原発性及び続発性肝がんを治療するための医薬組成
物であって、前記タリモジーン・ラハーパレプベック及びペンブロリズマブ、ペンブロリ
ズマブバリアント又はこれらの抗原結合断片が、対象に併用して投与される、医薬組成物
。
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